
第

六

百

八

十

三

号

令

和

八

年

五

月

八

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

一
八
五
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
八
五

○
公
金
事
務
の
委
託

(

旅
券
セ
ン
タ
ー)

一
八
六

公

示

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

(

公
園
緑
地
課)

一
八
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

岐
阜
土
木
事
務
所)

一
八
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
会

計

課)

一
八
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

可
児
市
室
原
字
一
色
二
七
五
・
二
七
六
の
一
・
二
七
七
の
一
か
ら
二
七
七
の
三
ま
で
・
二
七
八

(

以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
二
七
六
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
五
月
八
日



令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

百
五
十
七

号 路
線
名

越

原

付

知
線

路
線
名

本
巣
市
根
尾
大
河
原
字
赤
岩

二
〇
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
根
尾
黒
津
字
越
新
谷

六
八
六
番
一
の
二
地
先
ま
で

区

間

中
津
川
市
付
知
町
字
垂
洞
六

五
四
五
番
三
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
滝
ヶ
沢

六
五
〇
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

株
式
会
社
電
算
シ

ス
テ
ム

岐
阜
市
日
置
江
一

丁
目
五
八
番
地

指
定
公
金
事
務
取

扱
者
の
名
称
及
び

住
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
七

号 路
線
名

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
を
利

用
し
て
納
付
す

る
旅
券
発
給
手

数
料

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

本
巣
市
根
尾
大
河
原
字
温
見

峠
二
五
三
番
一
地
先
地
内

区

間

令
和
八
年

三
月
十
三

日 指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
八
年

三
月
二
十

七
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委

託
す
る
期
間 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

一
般
国

道
四
百

十
七
号

と
一
部

重
用

備

考



公

示

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
ぎ
ふ
清
流
里
山
公
園
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
里
山
賑
わ
い
創
出
グ
ル
ー
プ
か
ら
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

団
体
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

矢
田

素
史

(

変
更
後)

澤
田

秀
太

二

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
荒
田
川
廃
棄
物
運
搬
処
分
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
８
年
１
月
９
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
２
月
26日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
､
落
札
金
額
並
び
に
落
札
数
量

落
札
者
オ
オ
ノ
開
發
・
サ
ン
ワ
リ
ュ
ー
ツ
ー
・
日
本
通
運
特
定
業
務
共
同
企
業
体

愛
媛
県
松
山
市
梅
本
町
甲
184番

地

オ
オ
ノ
開
發
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
下
裕
二

愛
知
県
刈
谷
市
一
里
山
町
家
下
80番
地

サ
ン
ワ
リ
ュ
ー
ツ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
飯
田
武
司

岐
阜
市
今
嶺
四
丁
目
10番
５
号

日
本
通
運
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
伊
藤
伸
司

落
札
金
額
154,000円

/ト
ン

落
札
数
量
462ト

ン

６
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
総
務
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
14番
53号

Ｏ
Ｋ
Ｂ
ふ
れ
あ
い
会
館
第
１
棟
８
階

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
無
鉛
ハ
イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン

61,400L

無
鉛
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン

371,200L

軽
油

25,800L

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
８
年
１
月
23日
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４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
３
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
東
金
宝
町
二
丁
目
２
番
地

岐
阜
日
石
株
式
会
社

代
表
取
締
役
和
田
隆

６
落
札
金
額
64,157,393円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
八
年
五
月
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


